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ハローワーク（公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

）     

 

 

Oficina de Seguridad de Empleos 

Públicos (“Hello Work”)

日本人
にほんじん

だけでなく外国人
がいこくじん

に対
たい

しても

職 業
しょくぎょう

相談
そうだん

、職 業
しょくぎょう

紹介
しょうかい

、求人
きゅうじん

情報
じょうほう

の

提供
ていきょう

等
とう

のサービスを 行
おこな

う政府
せ い ふ

機関
き か ん

です。

ハローワークを利
り

用
よう

するときは、在留
ざいりゅう

カ

ードを持参
じ さ ん

してください。 

利用
り よ う

時間
じ か ん

は、原則
げんそく

として、平日
へいじつ

の 8:30 か

ら 17:15 までです。 

 

Es una organización gubernamental 

que ofrece el servicio para la consultas 

del trabajo, oferta de empleos, 

información de búsqueda personal tanto 

para japoneses como para extranjeros. 

Si emplea “Hello Work”, lleve la 

tarjeta de residencia.  

El horario de consulta es, por lo general, 

de 8:30 a 17:15 lunes a viernes.   

【岡山
おかやま

県内
けんない

の主
おも

なハローワーク】 Oficinas Hello Work en la provincia de Okayama 

名称
めいしょう

  

Nombre 

所在地
しょざいち

        

Dirección 
TEL 

言語
げ ん ご

/ 時間
じ か ん

 

Idioma/horario 

岡山
おかやま

      

Okayama 

岡山市北区
おかやましきたく

野田
の だ

1-1-20 

1-1-20, Noda Kitaku, 
Okayama-shi 

086 
241-3701 

英語
え い ご

 (金
きん

)Inglés  

Viernes 1:00pm－5:00 pm 

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語
ご

(火
か

)Portugués  

martes 1:00pm－5:00 pm 

 

ハローワーク

プラザ岡山
おかやま

 

Hello Work 

Plaza 

Okayama 

岡山市北区
おかやましきたく

本町
ほんまち

6-36 

第一
だいいち

セントラルビル 7F 

First Central Bill 7F 

6-36, Honmachi Kitaku, 

Okayama-shi 

086 
222-2904 

 

お か や ま

新 卒
し ん そ つ

応 援
おうえん

 

ハ ロ -ワ -ク 

Okayama 

Shinsotsu- 
ouen  Hello 

Work 

岡山市北区
おかやましきたく

本町
ほんまち

6-36 

第一
だいいち

セントラルビル 7F 

First Central Bill 7F 

6-36, Honmachi Kitaku, 

Okayama-shi 

086 
222-2904 
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名称
めいしょう

  

Nombre 

所在地
しょざいち

        

Dirección 
TEL 

言語
げ ん ご

/ 時間
じ か ん

 

Idioma/horario 

西大寺
さいだいじ

      

Saidaiji 

岡山市東区
おかやましひがしく

河本
こうもと

町
ちょう

325-4 

325-4, Koumotocho 
Higashiku, Okayama-shi 

086 
942-3212 

 

津山
つ や ま

      

Tsuyama 

津山市
つ や ま し

山下
さ ん げ

9-6 津山
つ や ま

労働
ろうどう

総合
そうごう

庁舎
ちょうしゃ

 

c/o Tsuyama Rôdô Sôgô 
Chôsha,  
9-6, Sange, Tsuyama-shi  

0868 
35-2674 

 

倉敷
くらしき

中央
ちゅうおう

  

KurashikiC
hûô 

倉敷市
くらしきし

笹
ささ

沖
おき

1378-1 

1378-1, Sasaoki, 
Kurashiki-shi 

086- 
424-3333 

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語
ご

 Portugués 

 (月
げつ

)Lunes, 

(水
すい

)miércoles 

1：00pm－5：00 pm 

総社
そうじゃ

 

Soja  

総社市
そうじゃし

中央
ちゅうおう

3-15-111 

3-15-111, Chûô, Soja-shi 

0866 
92-6001 

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語
ご

 Portugués 

 (水
すい

)Miércoles,  

(金
きん

)viernes 

1：00pm－5：00 pm 

玉野
た ま の

        

Tamano  

玉野市
た ま の し

築港
ちっこう

2-23-12 

2-23-12, Chikkô, 
Tamano-shi 

0863 
31-1555 

 

和気
わ け

           

Wake 

和気町
わけちょう

和気
わ け

481-10 

481-10, Wake, Wakecho, 
Wake-gun 

0869 
93-1191 

 

備前
び ぜ ん

  

Bizen  

備前市
び ぜ ん し

東片上
ひがしかたかみ

227 

227 Higashi Katakami, 
Bizen-shi 

0869 
64-2340 

 

笠岡
かさおか

 

Kasaoka 

笠岡市
かさおかし

笠岡
かさおか

5891 

5891 Kasaoka 

Kasaoka-shi  

0865 
62-2147 

 

美作
みまさか

 

Mimasaka 

美作市
みまさかし

林野
はやしの

67－2 

67-2 Hayashino, 

Mimasaka-shi  

 

0868 
72-1351 
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名称
めいしょう

  

Nombre 

所在地
しょざいち

        

Dirección 
TEL 

言語
げ ん ご

/ 時間
じ か ん

 

Idioma/horario 

児島
こ じ ま

 

Kojima 

倉敷市
くらしきし

児島
こ じ ま

小川町
おがわちょう

3672－

16 

3672-16 Ogawacho, 
Kojima, Kurashiki-shi 

086 
473-2411 

 

新見
に い み

 

Niimi 

新見市
に い み し

高尾
た か お

2379－1 

2379-1 Takao, Niimi-shi 

0867 
72-3151 

 

高梁
たかはし

 

Takahashi 

高梁市
たかはしし

段町
だんちょう

1004－13 

1004-13 Dancho, 
Takahashi-shi  

0866 
22-2291 

 

 

 

 

労働
ろうどう

条件
じょうけん

などの相談
そうだん

サービス 

 

日本
に ほ ん

では、「労働
ろうどう

基準法
きじゅんほう

」に定
さだ

められた労
ろう

働
どう

者
しゃ

の権
けん

利
り

が守
まも

られるよう、使用者
しようしゃ

を

指導
し ど う

・監督
かんとく

するため、各県
かくけん

に労働局
ろうどうきょく

が設
もう

けられており、その下
した

に各地域
かくちいき

ごとに

労働
ろうどう

基準
きじゅん

監督
かんとく

署
しょ

が設置
せ っ ち

されています。

労働
ろうどう

条件
じょうけん

や作業
さぎょう

環境
かんきょう

などで困
こま

ったこと、

わからないことがあれば、最
も

寄
よ

りの労働
ろうどう

基準
きじゅん

監督
かんとく

署
しょ

に相談
そうだん

してください。 

【場所
ば し ょ

】岡山市
おかやまし

北区
き た く

下石井
しもいしい

1-4-1  

岡山
おかやま

第
だい

2合同庁舎
ごうどうちょうしゃ

1F 

岡山
おかやま

労働局
ろうどうきょく

労働
ろうどう

基準部
きじゅんぶ

監督課
かんとくか

 

TEL： 086-225-2015 

 

 

 
 
 
Servicios de consulta sobre las 

condiciones de labor 

En Japón, para dirigir y supervisar a 

los usuarios y proteger los derechos de 

los empleados, la ley de condiciones de 

labor obliga a establecer oficinas de la 

labor en cada provincia y, en cada área, 

establecer oficinas de inspección de la 

labor.   

Si tiene alguna consulta sobre las 

condiciones de labor o su entorno, 

diríjase a la oficina más próxima. 

【Dirección】 

The Inspection Div.,  

Labor standard Dept.,  

Okayama Labor Bureau,  

Dai 2 Gôdô Chôsha Bldg, 1F, 

1-4-1 Shimoishii, Okayama-shi 

  TEL 086-225-2015 

 


